
地方財政の充実・強化を求める意見書 

 地方自治体は、子育て支援策の充実、高齢化が進行する中での医

療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など果たすべき役

割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイ

ナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施

など、新たな政策課題に直面している。 

一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が限られる

中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難と

なっており、必要な人材確保策を進めるとともに、これに見合う地方

財政の確立が求められている。 

このため、平成 31 年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、

歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の

充実と地方財政の確立を目指すことが必要である。 

よって、国においては、次の事項を実現するよう要望する。 

１  社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策

など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見

合う地方一般財源総額の確保を図ること。 

２  子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシス

テムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険

制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズヘの対応と人材を確

保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行う

こと。 

３  地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域に

よって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や



民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであ

り、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 

４  災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、こ

れまで以上に重要であり、公共施設の耐震化や緊急防災・減災事

業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、平成

27 年の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に

支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続

き検討すること。 

５  地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消

費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な

解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検

討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代

替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう

対応を図ること。 

６  地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規

模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同

時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度

に依存しないものとし、対象国税４税（所得税・法人税・酒税・

消費税）に対する法定率の引き上げを行うこと。 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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